
号

外�
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

目

次

監
査
委
員
告
示

○
岐
阜
県
監
査
委
員
規
程
の
一
部
改
正

(

監

査

委

員)

一
ペ
ー
ジ

監
査
委
員
訓
令

○
岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

監

査

委

員)

二

監
査
委
員
告
示

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
十
号

岐
阜
県
監
査
委
員
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
監
査
委
員

村

下

貴

夫

岐
阜
県
監
査
委
員

大

野

泰

正

岐
阜
県
監
査
委
員

鵜

飼

誠

岐
阜
県
監
査
委
員

石

井

直

子

第
二
条
の
見
出
し
を｢(

監
査
委
員
協
議
会)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

監
査
委
員
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
協
議
等
を
行
う
た
め
、
監
査
委
員
協
議
会
を
開
く
も
の
と
す

る
。

一

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
七
十
五
条
第

三
項
及
び
第
百
九
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
決
定
に
関
す
る

こ
と
。

二

法
第
百
九
十
九
条
第
十
項
、
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
、
第
二
百
四
十
一
条
第
五
項
、
第
二
百

四
十
三
条
の
二
第
八
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項(

法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
四

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
、
第

二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
四
項(

法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
十
四
項
、
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
第
六
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
一
第
六
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
二
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
三
項
及
び
第
六
項(

法

第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
四
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
一
第
四
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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阜

県
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日



監
査
第
二
課

監
査
第
一
課 課

財
務
監
査
係
、
団
体
・
公
営
企
業
監
査
係

管
理
調
整
係
、
企
画
・
特
別
監
査
係 係

四
十
二
第
四
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、

第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
一
第
三
項
並
び
に
第
二
百
五
十
二

条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

法
第
二
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
四
項(

法
第
二
百
五
十
二
条
の
四

十
三
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
監
査
及
び
勧
告

並
び
に
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
に
つ
い
て
の
決
定
に
関
す
る

こ
と
。

四

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

五

法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一
項(

法
第
二
百
五

十
二
条
の
三
十
九
第
十
四
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
第
六
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
一

第
六
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
二
第
六
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に

関
す
る
こ
と
。

六

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
三
十
条
第
四
項
及
び
同
法
第

三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
決
定
に

関
す
る
こ
と
。

七

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

八

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号)

第
三
条

第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

九

監
査
委
員
規
程
そ
の
他
の
諸
規
程
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

十

監
査
、
審
査
及
び
検
査(

以
下｢

監
査
等｣

と
い
う
。)

の
計
画
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他
監
査
委
員
が
必
要
と
認
め
た
こ
と
。

第
三
条
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

(

監
査
等
の
結
果)

第
三
条

監
査
委
員
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
決
定
及
び
協
議
を
行
つ
た
と
き
は
、

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
結
果
を
遅
滞
な
く
提
出
し
、
又
は
通
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
表
す

る
。

２

監
査
委
員
は
、
前
項
の
提
出
又
は
通
知
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
監
査
等
の
結
果
を
外
部
に
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
一
号
中｢

任
免
等｣

を｢

任
免｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

監
査
等
結
果
の
報
告
等
の

資
料
の
作
成｣

を｢

監
査
等
の
結
果
の
提
出
及
び
公
表｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

監
査
委
員
が
協

議
し
て
定
め
る
事
項
の
執
行｣

を｢

監
査
委
員
の
庶
務｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
百
九
十
九
条
の
三
第
三
項
及
び
第
二
百
四
十
二
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
訴
訟
に
関
す

る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員
訓
令

岐
阜
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

監
査
委
員
事
務
局

岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
監
査
委
員

村

下

貴

夫

岐
阜
県
監
査
委
員

大

野

泰

正

岐
阜
県
監
査
委
員

鵜

飼

誠

岐
阜
県
監
査
委
員

石

井

直

子

岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中｢

課｣

の
下
に｢

及
び
係｣

を
加
え
、
同
条
中｢

監
査
第
一
課
及
び
監
査
第
二

課｣
を｢

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
当
該
課
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
表
下
欄
に

掲
げ
る
係｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
表
を
加
え
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

所
掌
事
務｣

を｢

分
掌
事
務｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

の
秘
書｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

職
員｣

を｢

事
務
局
職
員｣

に
改
め
、｢

並
び
に
文
書
の
収
受

及
び
発
送｣
を
削
り
、
同
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、

第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中｢

、
監
査
基
本
要
綱
等
の
制
定
及
び
改
廃｣

を｢

及
び
監
査

基
本
要
綱
等
の
立
案｣
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

文
書
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
八
号
中｢
直
接
請
求｣

を｢

請
求
又
は
要
求｣

に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
及
び
第

十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十

現
金
出
納
の
検
査(

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

の
適
用
を

受
け
る
会
計
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

十
一

決
算
審
査(

地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
会
計
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
十
三
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中｢

外
部
監
査｣

の
下
に｢

に

係
る
監
査
委
員
所
管
の
事
務｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加

え
る
。

十
二

指
定
金
融
機
関
が
取
り
扱
う
公
金
の
収
納
又
は
支
払
の
事
務
に
つ
い
て
の
監
査(

地
方
公
営

企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
会
計
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

十
三

基
金
の
運
用
状
況
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

財
政
の
健
全
化
判
断
比
率
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
監
査
委
員
の
事
務
に
関
す
る
こ
と(

次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。)

。

第
三
条
第
二
項
中

｢

所
掌
事
務｣

を

｢

分
掌
事
務｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

検
査｣
の
下
に

｢(

地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
会
計
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中｢

決
算
審
査｣
の

下
に｢(

地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
会
計
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号

を
削
り
、
同
項
第
七
号
中｢

指
定
金
融
機
関｣

の
下
に｢

が
取
り
扱
う
公
金
の
収
納
又
は
支
払
い
の
事

務
に
つ
い
て｣

を
、｢

監
査｣

の
下
に｢(

地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
る
会
計
に
限
る
。)｣

を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

公
営
企
業
の
資
金
不
足
比
率
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
第
一
項
中｢

技
術
課
長
補
佐｣

の
下
に｢

、
係
長｣

を
加
え
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項

と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

係
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
担
任
事
務
を
処
理
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中｢

そ
の
担
任
事
務
を
処
理｣

を｢

課
長
を
補
佐
し
、
予
算
、
人
事
そ
の
他
の
内
部

管
理
事
務
を
掌
理｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

指
揮｣

を｢

命｣

に
、

｢

所
掌
事
務｣

を｢

分
掌
事
務｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

局
長
は
、
監
査
委
員
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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